


「富士市文化振興基金補助金交付要領」に基づき、市の文化の創造普及に寄与すると

認められる団体及び個人の活動に対し、必要な費用の一部を助成します。

文化振興基金とは

　市民の個性豊かな創造性に富んだ文化活動の振興を

図るため、市民と行政が一体となり、長期的で安定し

た財政の基盤を確立することを目的に、平成 2年に設

立しました。

設立目的

仕組み

　市民・団体・企業等の皆様からの寄附金と富士市の

出資金を「富士市文化振興基金」として積み立て、市

が管理、運用しています。基金の運用から生じた利子

は、基金として積み立てた後、必要額を文化振興のた

めに有効かつ効果的に活用しています。
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基金を財源として実施する事業

●市民の文化活動に対する助成事業（右ページ）

●市・文化振興財団が主催する各種文化事業

あなたの活動を応援します！　～文化振興基金補助金制度をご利用ください～

申請資格
市民または市内

を活動拠点と

している

文化団体

芸術文化発表会等への参加事業

　市内の学校及び文化団体が、国内や国外の公共機

関の開催する県大会以上の大会へ、予選会（ない場

合は推薦も可）により選抜されて出場するもの。

【交付額】上限１０万円

（交通費＋大会参加費＋著作権料＋楽器等運搬費）

×４分の１以内
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民俗芸能に係る衣装・器材等の整備事業

　市内を活動拠点とし、10

年以上の活動実績のある

民俗芸能団体等が、衣装や

器材の購入または修理を

行うもの。

※前交付（決定通知日）または同

一趣旨の他の補助から 3 年以上

経過していること。

【交付額】上限３０万円

民俗芸能に係る衣装・器材等の必要経費

×３分の１以内

補助対象事業

記 念 事 業

　市内を活動拠点とする文化団体が、10周年ごとに

開催する事業または記念誌発刊事業。

※団体内で行う記念式典・祝賀会等の行事は対象としない。

【交付額】上限３０万円

（会場使用料＋印刷費）×４分の１以内

3

　市内を活動拠点とする文化団体が、公共機関が実施

する県東部大会以上の大会を主管して開催するもの。

※会場は市の施設を利用すること。国・県主催事業は対象としな

い。前交付（決定通知日）から 2年以上経過していること。

【交付額】上限１０万円

会場使用料×２分の１以内

2

5

　市の文化・教育の向上の

ために有効であると認め

られる発刊事業。（市民が

作者となる文芸誌・美術

誌、市の歴史や自然等を調

査研究した郷土史誌・学術

書等・ＣＤ等を含む。）

※前交付（決定通知日）から 2年以上経過していること。

【交付額】上限４０万円

印刷・制作費×４分の１以内

4 発 刊 事 業

　特に市の文化振興に寄与すると認められた事業。

（市の周年事業を記念し、特別に設けられる交付基

準によるものなど）

6 その他特に市長が認めた事業

※２･３･４の事業は、発刊物、チラシ等に「富士市文化

振興基金助成事業」である旨を表示すること。

団体が県東部大会以上の大会を主管する事業


